
（別紙１）
[確報値]

平成24年１月20日

金融庁

　中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律第96号。以下「法」とい

う。）第２条に掲げる金融機関は、法第８条の規定に基づき、法施行日（平成21年12月４日）から平成23年９月30

日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を（平成23年11月14日までに）行政庁に報告したところです。今般、

金融庁は、当該報告の概要を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表いたします。

中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について



[確報値]

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

(A) (B) (C) (B)/[(B)+(C)] （B)/（A）

326,038 296,072 8,709 12,104 9,153 97.1% 90.8%
(169,073) (156,935) (4,419) (4,434) (3,283) 

1,121,423 1,027,434 29,637 28,561 35,791 97.2% 91.6%
(316,450) (294,774) (7,437) (7,326) (6,910) 

23,089 18,923 2,409 381 1,376 88.7% 82.0%
(3,184) (2,099) (858) (108) (118) 

845,986 781,501 19,722 20,147 24,616 97.5% 92.4%
(156,376) (144,921) (3,619) (3,810) (4,020) 

134,356 125,328 2,645 2,544 3,839 97.9% 93.3%
(26,954) (25,049) (631) (625) (646) 

2 2 0 0 0 100.0% 100.0%
(3) (3) (0) (0) (0) 

5,740 5,502 68 53 117 98.8% 95.9%
(4,355) (4,145) (65) (40) (101) 

35,391 32,778 826 946 841 97.5% 92.6%
(4,368) (3,696) (242) (184) (242)

2,492,025 2,287,540 64,016 64,736 75,733 97.3% 91.8%
(680,763) (631,622) (17,271) (16,527) (15,320) 

※２　地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行及び埼玉りそな銀行をいう。

※７　信農連、信漁連はそれぞれ信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会の略。農林中央金庫の計数を含む。
※８　記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。
※９　左端の欄中の括弧内は、平成23年９月末時点の金融機関数。
※10　件数は、貸付債権ベース。

１．債務者が中小企業者である場合

  債務者が中小企業者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。全業態の合計では、実行率①

が97.3%、実行率②が91.8%となっています。

※３その他の銀行(29)

※３　その他の銀行とは、主要行等・地域銀行を除く国内銀行をいう。

※４

主要行等(11)

信用組合(159) ※５

※１

地域銀行(106)

※５　全国信用協同組合連合会の計数を含む。

※２

労働金庫(14) ※６

信用金庫(272)

※６　労働金庫連合会の計数を含む。

信農連・信漁連(67) ※７

農協・漁協(871)

合計(1529)

※１　主要行等とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友銀行、りそな銀行、中央三井信託銀行、
　　　住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行をいう。

※４　信金中央金庫の計数を含む。



[確報値]

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

(A) (B) (C) (B)/[(B)+(C)] （B)/（A）

45,491 37,993 2,507 1,777 3,214 93.8% 83.5%
(8,329) (6,977) (479) (316) (555) 

102,246 76,048 8,257 4,022 13,919 90.2% 74.4%
(15,089) (11,302) (1,202) (600) (1,983) 

2,775 2,335 206 91 143 91.9% 84.1%
(360) (274) (49) (14) (22) 

46,133 37,269 2,880 1,347 4,637 92.8% 80.8%
(6,579) (5,376) (398) (194) (606) 

7,764 6,381 510 213 660 92.6% 82.2%
(1,101) (922) (67) (30) (79) 

8,653 6,871 834 285 663 89.2% 79.4%
(1,173) (930) (115) (39) (87) 

153 136 2 3 12 98.6% 88.9%
(18) (16) (0) (0) (0) 

5,162 3,632 538 219 773 87.1% 70.4%
(682) (480) (66) (28) (105)

218,377 170,665 15,734 7,957 24,021 91.6% 78.2%
(33,331) (26,277) (2,376) (1,221) (3,437) 

※２　地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行及び埼玉りそな銀行をいう。

※７　信農連、信漁連はそれぞれ信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会の略。農林中央金庫の計数を含む。
※８　記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。
※９　左端の欄中の括弧内は、平成23年９月末時点の金融機関数。
※10　件数は、貸付債権ベース。

※６　労働金庫連合会の計数を含む。

信農連・信漁連(67) ※７

農協・漁協(871)

合計(1529)

主要行等(11) ※１

地域銀行(106) ※２

※４　信金中央金庫の計数を含む。

※１　主要行等とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友銀行、りそな銀行、中央三井信託銀行、
　　　住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行をいう。

※３　その他の銀行とは、主要行等・地域銀行を除く国内銀行をいう。

労働金庫(14) ※６

※５　全国信用協同組合連合会の計数を含む。

信用金庫(272) ※４

信用組合(159) ※５

２．債務者が住宅資金借入者である場合

　債務者が住宅資金借入者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。全業態の合計では、実行

率①が91.6%、実行率②が78.2%となっています。

※３その他の銀行(29)



[確報値]

　

３．債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由

　債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由は、下の円グラフのとおりです。「債務の弁済に目途が立ったもの」

は債務者が中小企業者である場合には全体の約47％、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約65％を占めています。

【債務者が中小企業者である場合】 

債務の弁済に目途が 

立ったもの（47.2%） 

その他 （46.6%） 

債務者に事業継続の意思が無く、申込みを取り下げたもの （6.3%） 

【債務者が住宅資金借入者である場合】 

その他 （33.5%） 
債務の弁済に目途が 

立ったもの（64.8%） 

債務者に返済の意思が無く、申込みを取り下げたもの（1.7%） 



[確報値]

　

４．金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由

　注）「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの」であっても、その後、実行に至った場合には、その時点で「申込み」

「実行」に１件ずつ再計上することとされている。

　金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由は、下の円グラフのとおりです。「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされ

たもの」は債務者が中小企業者である場合には全体の約64％、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約69％を占めています。

【債務者が中小企業者である場合】 

その他 （20.7%） 

申込み日から３ヶ月経過して 

謝絶とみなされたもの（64.1%） 

事業についての改善又は再生の可能性が低いと判断したもの（15.2%） 

【債務者が住宅資金借入者である場合】 

その他 （22.1%） 

申込み日から３ヶ月経過して 

謝絶とみなされたもの（69.0%） 

貸付条件の変更等を行ったとしても、債務の 

弁済に目途が立たないと判断したもの（8.9%） 


